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（新たなフルプランのあり方）
ストックマネジメントの考え方に基づく既存施設の長寿
命化対策を機動的に展開していくためには、必要な手続
きをできるだけ簡素化することが重要であるため、新た
なフルプランにおいては、従来のように各改築事業を個
別に掲上せずに、今後予定される改築事業群を包括的に
掲上することなどを検討する必要がある。

（計画を策定する上での留意点）
改築事業の包括掲上を検討するにあたっては、フルプランに
掲上して実施される各事業には水の供給量もしくは供給区域
の変更を伴わない事業もあることを踏まえ、長寿命化対策等
の機動的な展開を図る観点のほか、事業の必要性等に関する
審査機能や手続きが既にあることにも留意する必要がある。

1

【背 景】
水資源開発施設等の老朽化に伴い既存施設の改築事業が増加。平成に入ってから13事業に着手。
長寿命化対策は、ストックマネジメントの考え方に基づくメンテナンスサイクルを構築してそれを繰り返す行為。目標年度

を設定して施設を建設する水資源開発とは進め方が異なる。
長寿命化、耐震化等を目的とする改築事業については、事業の実施にあたり水需給計画の見直しを伴わないにも関わらずこ

れまでフルプランへの掲上がなされてきているが、手続きの簡素化に向けた検討を求める意見も。

豊川水系計画(1次)策定木曽川水系計画(1次)策定

利根川・荒川水系計画(1次)策定

淀川水系計画(1次)策定

筑後川計画(1次)策定

吉野川水系計画(1次)策定

水資源開発基本計画に基づく事業数の推移
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注）都府県が実施主体の事業は除く

建設事業

改築事業

近年、建設事業が減少
する一方で改築事業が
増加している

ストックマネジメントに基づく長寿命化対策のイメージ

メンテナンスサイクルを
繰り返すことによって継
続的に展開

出典）農林水産省

目的
施設の有効活用

長寿命化
ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ削減

長寿命化計画

ローリングしながら継続的に展開

ストックマネジメントの実施サイクル

計画策定の手続き計画策定の手続き
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協 議

・「全部変更」と「一部変更」において、水資源開
発基本計画の変更手続きに違いはない。

・既存施設の改築事業を行う場合、その都度、
「一部変更」の手続きを行っている。

答申におけるストックマネジメントの考え方に基づく既存施設の改築事業を機動的に展開していくための提言

答申における既存施設の改築事業を機動的に展開するための提言（改築事業群の包括掲上）
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改築事業の緊急性① 【長寿命化対策】

2

フルプラン地域において、水資源開発基本計画に基づき８８施設を建設。これらのうち約半数の４３施設は管理開始後30年
が経過。（これらのうち１３施設については一部又は全部の大規模改築を実施している。）

このように水資源開発施設の老朽化が進行しており、突発事故がたびたび発生。
今後も、施設の老朽化が進行する中、ストックマネジメントの考えに基づく既存施設の長寿命化対策を機動的に展開してい

くことが必要。

経

過

年

数

管理開始後30年以上：43施設

水資源開発基本計画に基づき建設された施設の経過年数

高
さ
10
ｍ
の
出
水
漏
水

農業用水通水停止の他、町道の陥没及び水
田の冠水被害(10m×30m)が発生。

漏水箇所

農業水利施設 （PC管Φ１０００ ）の事故事例
施設名

木曽川右岸施設坂祝支線水路
発生日 ：

平成22年2月20日
通水停止期間

2月20日～3月8日(16日間)

水道施設（鋼管Φ４００）の事故事例
施設名

福岡導水排泥工
発生日

平成22年8月１5日
通水停止期間 ：

調整池の活用により
通水停止なし

出典：水資源機構提供 出典：水資源機構提供



改築事業の緊急性② 【耐震対策】

3

東日本大震災では、利根川水系の水資源開発施設等において甚大な
被害が発生。

また、フルプラン地域においては、南海トラフ巨大地震や首都圏直
下型地震の発生も懸念されており、水の安定供給に向け対応は一刻
の猶予も許されない状況。

巨大地震等の危機時においても、機能不全に陥らないよう水の安定
供給を確保するためには、既存施設の耐震対策を機動的に展開して
いくことが必要。

平成23年3月11日14時53分発表 出典：気象庁HPより引用し編集

東日本大震災最大震度分布 霞ヶ浦用水
管路の排泥工の破損による地表面への出水

霞ヶ浦用水
埋設管路上の地表面の沈下・亀裂

出典：水資源機構HP （水とともに 2011年5月号 NO.91）

南海トラフ地震

首都圏直下型地震

震度の最大値の分布

※ 強震波形４ケースと経験的
手法の震度の最大分布

Ｍ７クラスの19地震の震度を
重ねた震度分布 都心南部直下地震※の震度分布

震度６弱 21府県292市町村

震度６強 21府県239市町村

震度７ 10県151市町村

電力 約2,410万軒～約2,710万軒が停電

上水道 約2,570万人～約3,440万人が断水

下水道 約2,860万人～約3,210万人が利用困難

震度
分布

ライフ
ライン
被害

南海トラフ巨大地震の被害想定

※ 検討された19ケースで被害が大きく首都中枢機能への影響が大きいと考えられる地震

電力 約1,220万軒が停電

上水道 約1,440万人が断水

下水道 約150万人が利用困難

ライフ
ライン
被害

都心南部直下地震※被害想定

出典：内閣府 防災情報のページ、平成26年版防災白書



改築事業の機動的展開（包括的に掲上する対象施設）

4

フルプランに掲上する事業の区分

 今後、改築事業を機動的に展開するため包括的に掲上する対象施設は、水資源開発基本計画に基づく事業により生
じた施設（ただし旧愛知用水公団が整備し、現在、水資源機構が管理する施設を含む）とし、必要な機能向上、更
新等の改築事業（水の供給量及び供給区域の変更を伴わない事業に限る。）を、当該事業に関する法律（これに基
づく命令を含む。）の規定に従い、事業主体が行うこととする。
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木曽川水系における水資源開発基本計画の概要

5

木曽川水系は、昭和40年６月に水資源開発水系に指定され、昭和43年10月に水資源開発基本計画(１次計画)を決定。
以降、３回の全部変更を経て、現在は平成16年６月に決定された４次計画。

１．水の用途別の需要の見通しと供給の目標
(1) 目標年度

平成27年度目途
(2) 供給地域

木曽川水系に各種用水を依存している長野県、岐阜県、愛知県
及び三重県の諸地域

(3) 水の用途別の需要の見通し
◆ 水道用水 ： 約50m3/s
◆ 工業用水 ： 約19m3/s
◆ 農業用水 ： 水量の増加は見込まれない

(4) 供給の目標
近年の降雨状況等による流況の変化を踏まえつつ、地域の実状
に即して安定的な水の利用を可能にする

◆供給可能量
・計画当時の流況 ： 約113m3/s
・近年の20年に２番目の渇水年の流況 ： 約 77m3/s

２．変更の経緯
S40. 6.25 水系指定
S43.10.15 基本計画策定（水需給計画決定、木曽川総合用水、三

重用水、長良川河口堰）
S48. 3.23 全部変更（水需給計画変更、阿木川ダム、徳山ダム、

味噌川ダム追加等）
S57. 3.26 一部変更（愛知用水二期追加等）
H 5. 3.26 全部変更（水需給計画変更、長良導水追加等）
H 8.11.22 一部変更（木曽川用水施設緊急改築追加等）
H 9.12.19 一部変更（徳山ダム、木曽川用水施設緊急改築変更）
H16. 6.15 全部変更（水需給計画変更、徳山ダム変更等）
H20. 6. 3 一部変更（木曽川水系連絡導水路追加等）
H21. 3.27 一部変更（木曽川右岸施設緊急改築追加）
H27. 7. 3 一部変更（木曽川右岸緊急改築追加）
H28. 1.22 一部変更（木曽川水系連絡導水路変更）

（今回） 一部変更（改築事業群の包括的掲上）

木 曽 川 水 系 流 域 図
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【木曽川水系】 包括的に掲上する対象施設

6

徳山ダム

岩屋ダム

木曽川右岸
緊急改築事業

味噌川ダム

徳山ダム（H20）

長良導水施設（H10）

長良川河口堰（H7）

味噌川ダム（H8）

愛知用水二期施設（H19）

三重用水施設（H5）

木曽川用水施設（S58）

阿木川ダム（H3）

岩屋ダム（S52）

愛知用水施設（S36）

中里貯水池

木曽川大堰

東郷調整池
白山開水路※（ ）書きは、管理開始年度

木曽川用水施設（S58）

白山開水路海部幹線水路及び併設水路 東郷調整池

愛知用水施設

阿木川ダム

愛知用水二期
施設

愛知用水施設

木曽川用水施設
（木曽川大堰、濃尾第二施設）

三重用水施設

長良川河口堰

長良導水施設

完成
現行計画

掲上事業

建設中

完成

包括掲上

施設
建設中又は

調査中

フルプラン
掲上事業
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木曽川用水施設
木曽川水系連絡導水路

（上流施設）

木曽川水系連絡導水路
（下流施設）

愛知用水二期
施設
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【木曽川水系】 愛知用水三好支線水路緊急対策事業（１）

【愛知用水の概要】
目的
・農業用水
・水道用水
・工業用水
・発電

事業主体
・独立行政法人水資源機構

管理開始
・昭和36年

施設の概要
・牧尾ダム
・東郷調整池
・三好池
・幹線水路： 112km
・支線水路：1,063km

【愛知用水の概要】

愛知用水施設は、木曽川水系における水資源を総合的な開
発、その利用の高度化を図り、農業用水、水道用水及び工業
用水を供給する大規模総合開発事業として実施され、昭和36
年に完成。

愛知用水は通水開始から現在までの半世紀に渡り、岐阜県か
ら尾張東部の平野及びこれに続く知多半島一帯に農業用水、
水道用水及び工業用水を供給し、地域の生活・産業を支える
水の大動脈として地域の発展に大きく貢献。
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3.2倍

S36 H27

【農業用水】

農業用水の安定的な供給
により、収益性の高い野
菜、果樹等の計画的な生
産が可能となり、地域の
農業産出額が増大。

【水道用水】
 水道用水は、愛知県水道用水供給事業により、春日井市の一部

及び瀬戸市以南の14市6町、約130万人に供給（H26時点）。
 施設の老朽化や水質の悪化により地下水取水量が減少。水需要

の増加に伴い県水からの受水が増加。県水への依存率は上昇。

【工業用水】
 工業用水は、可児市自家用工業用水道事業により、可児市の製

紙、自動車部品製造等の企業（岐阜県可児市）に供給されてい
るほか、愛知用水工業用水道事業により、名古屋市南部臨海工
業地帯の鉄鋼、化学、石油製品製造等（名古屋市ほか５市２
町）の企業に供給。

 当該地域の工業は愛知用水の通水により飛躍的に発展。

出典：農林水産統計年報農業所得統計(平成27年)

出典：水資源部調べ

出典：水資源部調べ ７

出典：愛知用水二期事業
事後評価資料(平成
25年度)より水資源
機構作成

愛知用水関係市町の作
付け面積割合

愛知用水関係市町の農業産出額

愛知用水地域の給水人口・取水量の推移

愛知用水地域の工業用水の使用水量・製造品出荷額の推移

作成：水資源機構

大島ダム

万場調整池

宇連ダム

大野頭首工

兼山
取水口

岐阜県

東郷
調整池

犬山
取水口

牧尾ダム

松野池
阿木川ダム

味噌川ダム牧尾ダム

幹線水路（白山開水路）

長野県

愛知県

三好支線

三好池

愛知県庁

三好池

地下水等取水量



上流側打設延長

下流側打設

鋼管杭

押え盛土

液状化懸念層上流側打設延長
L=250m

下流側打設延長
L=250m

鋼管杭

みよし市

【木曽川水系】 愛知用水三好支線水路緊急対策事業（２）

【事業の概要】
目 的：農業水利施設の改築

（用水の安定供給）

事業主体：独立行政法人水資源機構

事業工期：平成30～34年度

総事業費：約47億円

受益面積：763ha

主要工事：調整池（耐震化） １式

用水路（更新）約1km

【愛知用水三好支線水路緊急対策事業の概要】

愛知用水は、南海トラフ地震により震度６弱以上の地震の発生が想定される地域。周辺自治体は「南海トラフ地震防災対策推進
地域」に指定。耐震照査の結果、三好池（調整池）が、耐震性能を満足していないことが判明。三好池の直下には、防災活動拠点
や公共施設、大型商業施設等があり、大規模地震発生による影響被害は極めて甚大。

愛知用水（用水路）は、「愛知用水事業」（昭和30年度～昭和36年度）により造成され、「愛知用水二期事業」（昭和56年度～平成
18年度）により改修されたが、近年、三好支線水路（パイプライン）において、パイプラインの破損による漏水や通水停止が発生。
ひび割れや許容値を超えるたわみを確認。

このため、三好池の耐震化と用水路の機能保全を図るため、早期の事業着手が必要。

避難所（総合体育館）

三好支線水路 パイプラインの破損状況

８
堤体補強

・堤体補強（押え盛土）
・液状化対策（鋼管杭打設）

内面バンドに
よる応急復旧
工事施工状況

SPφ 1750

たて込み簡易土留

砂基礎

三好池の耐震対策

三好池
三好池下流の市街地・防災拠点

避難所
小学校市役所

7
6強
6弱
5強
5弱

計測震度

出典：第3次あいち地震対策アクションプラン（過去地震最大モデルの震度分布）

愛知県被害予測調査による震度分布

パイプライン（φ1750）
の改修

押え盛り土

鋼管杭

三好支線水路改修計画断面図

三好池直下の状況

内面バンド

縦断クラック



吉野川水系における水資源開発基本計画の概要
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吉野川水系は、昭和41年11月に水資源開発水系に指定され、昭和42年３月に水資源開発基本計画(１次計画)を決定。
以降、２回の全部変更を経て、現在は平成14年２月に決定された３次計画。

１．水の用途別の需要の見通しと供給の目標
(1)目標年度

平成22年度目途

(2) 供給地域

吉野川水系に各種用水を依存している、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県の諸地域

(3) 水の用途別の需要の見通し

◆ 水道用水 ： 約 10 m3/s

◆ 工業用水 ： 約 12 m3/s

◆ 農業用水 ： 水量の増加は見込まれない

(4) 供給の目標

降雨状況の変化等地域の特性に応じた安定的な水利用を可
能にする

◆計画当時の流況 ： 約 27 m3/s

◆安定供給可能量(1/5） ： 約 25 m3/s

２．変更の経緯
S41.11.18 水系指定

S42. 3.14 基本計画策定（水需給計画決定,早明浦ダム）

S43. 7.16 一部変更（池田ダム、香川用水追加）

S45. 2.25 一部変更（新宮ダム、旧吉野川河口堰追加等）

S46. 8.13 一部変更（高知分水追加等）

S58. 5.24 一部変更（富郷ダム追加、早明浦ダム、池田ダ
ム,香川用水の有効利用等）

H 4. 4.24 全部変更（水需給計画変更）

H 9.12.19 一部変更（富郷ダム変更）

H11. 8. 5 一部変更（香川用水施設緊急改築追加）

H14. 2.15 全部変更（水需給計画変更）

（今回） 一部変更（改築事業群の包括的掲上）

吉 野 川 水 系 流 域 図

完成
現行計画

掲上事業

建設中

完成

完成済

建設中又は
調査中

施設区分

フルプランエリア

水　　　域

河　　　川

導
水
路

ダ　　ム

堰

流域界

県境

フルプラン
掲上事業

フルプラン

掲上事業



【吉野川水系】 包括的に掲上する対象施設
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高知分水施設（S53）早明浦ダム（S50）

富郷ダム（H13）

新宮ダム（S50）

池田ダム（S50）

香川用水施設（S51）

旧吉野川河口堰（S51）

今切川河口堰（S51）

瀬戸川取水堰

東西分水工

※（ ）書きは、管理開始年度

香川用水施設

早明浦ダム

富郷ダム

新宮ダム

池田ダム

旧吉野川河口堰

今切川河口堰

高
知
分
水

完成
現行計画

掲上事業

建設中

完成

包括掲上

施設
建設中又は

調査中

フルプラン
掲上事業

施設区分

フルプランエリア

水　　　域

河　　　川

導
水
路

ダ　　ム

堰

流域界

県境



H16.10台風23号の洪水被害
（東みよし町）

【吉野川水系】 早明浦ダム再生事業（１）
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【吉野川の現状】
 吉野川水系では、豊富な水資源の有効利用と洪水被害の軽減を図るために、昭和40年代の始めから「吉野川総合開発」

が進められ、この一環として昭和50年に早明浦ダムが完成。
 早明浦ダムが完成した後も、洪水被害が頻発。近年においても、平成16年10月（台風23号）等により、吉野川沿川にお

いて浸水被害が発生。
 平成17年9月（台風14号）の出水時は、異常渇水により早明浦ダムの利水容量が0％であったため、流入量のほとんど

（約2億4800万m3)をダムに貯留。仮に利水容量が満水だった場合、現行の治水容量は不足し、下流域において大きな被
害が発生したものと考えられる。

H17.9台風14号の洪水被害
（美馬市）

H23.9台風15号の溢水被害
（東みよし町）

H26.8台風12号の洪水被害
（美馬市）

早明浦ダム

【早明浦ダムの概要】
目的
・洪水調節
・流水の正常な機能維持
・新規用水の供給

（農業用水・水道用水・工業用水）
・発電

事業主体 独立行政法人水資源機構
管理開始 昭和50年
施設の概要
・型式：重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ
・ダム高：106m
・堤頂長：400m
・総貯水容量：316,000千m3

・有効貯水容量：289,000千m3

・集水面積：472km2

【吉野川沿岸の洪水被害】

【平成17年9月台風14号出水時の状況】

流
量

（
m

3 /
s）

貯
水

位
（
E
L
.m

）

早明浦ダムにおける洪水調節の状況（流入量・貯水位の変化）
H17.9台風14号出水前
貯水率0％
(9/5 9:00頃）

H17.9台風14号出水後
貯水率100％
(9/7 9:00頃）

早明浦ダム貯水池の状況

出典：水資源機構提供 出典：社会資本整備審議会河川分科会事業評価小委員会（第9回）平成28年8月10日 資料４ 早明浦ダム再生事業 新規事業採択時 説明資料



700

700

400

0

4400

4300

2100

0 2000 4000 6000

浸水世帯数（世帯）

床下浸水 床上浸水

5100

5000

2500

【吉野川水系】 早明浦ダム再生事業（２）

治水容量の増大
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完成時点の河道
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早明浦ダム再生事業
完成時点の河道
早明浦ダム再生事業完成

12

早明浦ダム再生事業による減 早明浦ダム再生事業による減

【事業の概要】

事業主体：独立行政法人水資源機構

目 的：洪水調節

工 期：平成30年度から平成40年度

総事業費：約400億円

諸 元：容量振替

・治水容量の増大

放流設備の増設

・放流設備 １式

・管理設備 １式

※容量振替については、現状の利水安全度を確保しつ
つ、不特定補給の運用を見直すことにより容量を確保

放流設備
（増設）

早明浦ダム下流面図（洪水放流設備）

【早明浦ダム再生事業の概要】

 吉野川では、戦後最大流量を記録し、甚大な浸水被害を発生させた平成16年10月の台風23号と同規模の洪水に対し、吉
野川の氾濫による浸水被害を防止することを目的に、河川改修と合わせて早明浦ダム再生事業を実施。

 早明浦ダム再生事業は、現状の利水安全度を確保しつつ、不特定補給の運用を見直すことで容量を確保（容量振替）及
び予備放流方式の導入により洪水調節容量を増大させるとともに、放流設備の増設を行うことで治水機能を向上させ
る。合わせて、ダムの安定的な管理・運用等に資する。

出典：水資源機構提供
出典：社会資本整備審議会河川分科会事業評価小委員会（第9回）平成28年8月10日

資料４ 早明浦ダム再生事業 新規事業採択時 説明資料を基に作成

【早明浦再生事業による整備効果】

【貯水池容量振替】

不特定補給の運用見直し
（容量振替）及び予備放流
方式の導入



筑後川水系における水資源開発基本計画の概要
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筑後川水系は、昭和39年10月に水資源開発水系に指定され、昭和41年2月に水資源開発基本計画（１次計画）を決定。
以降、3回の全部変更を経て、現在は平成17年４月に決定された4次計画。

１．水の用途別の需要の見通しと供給の目標
(1) 目標年度

平成27年度目途
(2) 供給地域

福岡県、佐賀県、熊本県及び大分県の諸地域
(3) 水の用途別の需要の見通し

水道用水： 約 8.2 m3/s
工業用水： 約 2.2 m3/s
農業用水： 約 0.1 m3/s (新規需要量）

(4) 供給の目標
近年の降雨状況等による流況の変化を踏まえた上で、地域の実状に即して
安定的な水の利用を可能にする
◆供給可能量
・計画当時の流況 ：約 13.4 m3/s
・近年の20年に２番目の渇水年の流況：約 11.0 m3/s

２．変更の経緯
S39.10.16 水系指定
S41. 2. 1 基本計画策定（水需給計画決定、両筑平野用水）
S45.12.22 一部変更（寺内ダム追加等）
S49. 7.26 一部変更（筑後大堰、福岡導水追加）
S56. 1.30 全部変更（水需給計画変更、筑後川下流用水、竜門ダム、城原川

ダム等追加）
S59. 2.24 一部変更（赤石川ダム追加等）
H元. 1.24 全部変更（水需給計画変更等）
H 5. 9.21 一部変更（小石原川ダム追加等）
H11. 1.29 一部変更（福岡導水、大山ダムの変更等）
H17. 4.15 全部変更（水需給計画変更等）
H25. 2.22 一部変更（両筑平野用水二期の変更）
H27.12.18 一部変更（小石原川ダムの変更）

（今回） 一部変更（改築事業群の包括的掲上）

筑 後 川 水 系 流 域 図
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【筑後川水系】 包括的に掲上する対象施設
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筑後大堰（S60）

寺内ダム（S53）

下筌ダム（S48）※松原ダム（S48）※

筑後川下流用水施設（H10） 竜門ダム（H14）耳納山麓土地改良事業造成施設（H 5）佐賀導水施設（H21）

福岡導水施設（H13） 大山ダム（H25）

佐賀導水施設

筑後大堰

寺内ダム

両筑平野用水施設

山神ダム

竜門ダム

大山ダム
松原ダム

下筌ダム

耳納山土地事業
造成施設

筑
後
川
下
流
土
地
改
良
事
業
造
成
施
設

筑後川下流土地改良事業造成施設
（H23）

山神ダム（S55） 両筑平野用水施設（S50）

※（ ）書きは、管理開始年度

山口調整池

城原金立揚水機場

合所ダム

江川ダム

大詫間幹線水路

福岡導水施設

筑後川下流
用水施設

※松原ダム、下筌ダムの再
開発事業による運用開始
年はS58年
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福岡導水の給水区域
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【筑後川水系】 福岡導水施設地震対策事業（１）
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【福岡導水事業の概要】

福岡導水は、福岡都市圏及び佐賀県基山町の人口増加等に伴う水道用水の需要増加に対処するため、昭和51年度に工
事に着手。昭和58年に暫定通水を開始。その後、山口調整池※を建設（平成11年度完成）するとともに、一部の施設
については地震対策を実施（平成24年度完了）。

福岡導水は、福岡都市圏で使われる水道用水の約３割、佐賀県基山町においては100％を供給する当該地域にとっての
重要なライフライン。

【事業の概要】
目的
・水道用水

事業主体
・独立行政法人水資源機構

管理開始
・昭和58年度暫定通水（導水施設）
・平成11年度概成（山口調整池）

施設の概要
・取水工
・導水路 25km
・山口調整池

山口調整池 水管橋(思案橋) 取水工

出典：福岡県の水道、福岡地区水道企業団統計年報

出典：佐賀県の水道、佐賀東部水道企業団事業年報

【福岡都市圏】福岡県福岡市、春日市、那珂川市、大野城市、筑紫野市、太宰
府市、古賀市、宇佐見市、志免町、須恵町、粕屋町、篠栗町、新宮
町、糸島市、宗像市、福津市

※ 山口調整池：渇水や事故等の不測の事態に備えるため、筑後川からの導水の一部を一時的に貯留し緊急時に
活用するための施設

佐賀県基山町 給水人口・給水量の推移

福岡都市圏 給水人口・給水量の推移
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【筑後川水系】 福岡導水施設地震対策事業（２）

【耐震事業の概要】

事業主体 独立行政法人 水資源機構

事業内容 地震対策

取水施設、水管橋、調圧水槽、

サイホン、トンネル、調整水槽

老朽化対策 : 水管橋、トンネル

（仮廻し水路 11.0km）

工 期 平成30年度～平成44年度

事 業 費 約290億円

【施設劣化の状況】
トンネル天頂部の欠損 水管橋 橋脚のひび割れ

【主な施設の対策例（イメージ）】
トンネル 補修 調圧水槽

耐震補強

水管橋

耐震補強

調圧水槽

耐震補強耐震補強

耐震補強

耐震補強

◆ 地震対策 ： 福岡導水の近傍には、活断層の長期評価で地震発生確率が最も高いＳラ
ンクとされた警固断層が分布。このため、耐震照査により耐震性能を満足していない水
管橋、トンネル等について、耐震補強等による地震対策を実施。

◆ 老朽化対策 ： 通水開始から30年以上が経過し、一部の老朽化の進行が顕著な施設に
おいて、補修等の老朽化対策を実施。

◆ 仮廻し水路 ： 工事期間中の通水確保のための仮廻し水路を設置。なお、工事完了後も存置し、一部の
送水ルートが機能しなくなった場合の代替機能を確保（施設を二重化） 。また片側水路の通水停止に
よる点検・補修が可能。（長寿命化対策にも効果。）

【警固断層帯（南東部）の地震による予測震度分布】

警固断層

福岡導水

P筑後川

山口調整池
P

基

山

分

水

【地震対策・老朽化対策（概要）】

筑後川

取水施設

調圧水槽

水管橋

サイホン

トンネル

トンネル

トンネル

仮廻し水路

仮廻し水路

トンネル

調整水槽

地 震 対 策

老朽化対策

出典：地震調査研究推進本部HPに加筆

耐震補強
補修

仮廻し水路

け ご


